
よくある質問⑫

問12-1 失業保険の手続きに必
要な離職票という書類は、どのよ
うな書類でしょうか。

（見本） 離職票－１

ハローワークにお越しの前に、この赤枠（氏名・住所・振
込先の銀行名、口座番号）を黒のボールペンで記入して
ください。



（見本） 離職票－２

離職票－2については、事前に記入する箇所はありません。
なお、離職票ー２に記載されている内容について間違い等があ
れば、まずはご自身で発行した離職事業所へご確認ください。

【離職票は事前にコピーを取っておいてください】

離職票－2は、健康保険の切り替えや扶養申請に退職
していることの証明として必要となる場合があります。

ただし、離職票－2を一度ハローワークに提出されま
すと返却ができません。

離職票ー２をハローワーク那覇へ提出後、コピーが必
要な場合は、個人情報の保護に関する法律第77条第１
項の規定に基づき、保有個人情報の開示請求が必要に
なる場合がありますので、事前に写真を撮るかコピー
を取ってからハローワークへ提出するようお願いしま
す。



【注意してください】

下記の書類は「雇用保険資格喪失確認通書」
という書類で、離職票ではありません。

下記の書類で失業保険の手続きはできません
ので、ご注意ください。

（被保険者通知用）



問12-2 離職票という書類は、誰
からもらえるのでしょうか。

（答12-2）

離職票は離職した事業所より発行さ

れます。

ただし、本人からの請求がないと発行

されません。

失業保険の手続きを希望される場合

は、ご自身より離職した事業所へ「離職

票をください。」と請求をしてください。



問12-3 離職票の請求は自分か
らしなければならないのでしょう
か。ハローワークから会社へ請求
してもらえないでしょうか。

（答12-3）

離職票は本人からの請求に基づき作

成される書類となります。必ず本人よ

り請求（電話やメールなど）してくださ

い。



問12-4 離職票の請求をしまし
たが、発行までに３週間以上かか
ると言われました。

失業保険の手続きは、離職票が
ないとできないのでしょうか。

（答12-4）

失業保険の手続きには「離職票」が必要

です。

ただし前もって離職票の請求をしている

にもかかわらず、離職日の翌日から１２日
以上経っても離職票が交付されない場合、

離職票がない状態で、失業保険の仮受付

手続きを行うことができる場合がありま

すので、一度ハローワーク那覇雇用保険給

付課（２階）までご来所ください。

※仮決定手続きの際、退職日が証明できる書類（退職証明書

や社会保険喪失確認通知書）があれば必ず持参してください。

また、離職日の翌日から１２日以上経過していない場合、仮
受付手続きはできませんのでご注意ください。

※なお、仮受付手続き後、後日「離職票」を必ず提出しなければなりま

せん。離職票の内容を審査した結果、失業保険の受給資格がないと

判断された場合、仮受付手続きは取消しとなります。



（例えば・・・）

令和８年３月３１日付け退職 の場合

失業保険の仮受付手続きができるのは、

令和８年４月１２日以降のハローワーク開

庁日からとなります。

※この場合、令和８年４月１２日は日曜日

のため、４月１３日以降仮受付が可能とな

ります。

毎月１２日以降は、失業保険の手続きで来所

される方が多くなり、窓口の待ち時間が長く

なりますので、お時間には余裕をもってお越

しください。



問12-5 問12-4に書かれてい
た「失業保険の仮受付」は、離職日
の翌日から１２日以上経過してい
ないとできない、ということで
しょうか。

（答12-5）

はい、その通りです。

失業保険の仮受付ができるのは、直

近の離職日の翌日から１２日以上経過

してからになります。（※離職日の翌日

から１２日以上経過していない間は仮

受付はできません。）

ただし、離職日の翌日から１２日以上

経過する前に、直近の離職事業所より

離職票が届いた場合、仮受付ではなく

本受付となりますので、速やかに離職

票を持参し失業保険の手続き（受給資

格の確認）のためハローワーク那覇へ

ご来所ください。



問12-6 問12-4に書かれてい
た「失業保険の仮受付」を4月１３
日にしました。

その後、離職票を４月２５日に提
出して受給資格があると言われま
した。この場合、失業保険の手続
き日（受給資格決定日）はいつに
なりますか。

（答12-6）

上記例の場合、失業保険の手続き日

（受給資格決定日）は、仮受付をした４

月１３日になります。

離職票を審査した結果、受給資格が

あると判断された場合、仮受付日を正

式な手続き日（受給資格決定日）として、

今後の手続きを進めていくことになり

ます。
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